
様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）
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案分の理由

全て政務活動
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様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）

－－－~一一

整理番号

経費項目

内 容 全国若手柿議会議員の会OB会年会費伶和3年4月～令和3年8月分）

年月 日 令和ｼ年;湖／日～令和ｼ年湘〕／日 金額 417円

会の趣旨．

目 的
全国若手市議会議員の会に在籍した者で組織し、会員相互の日確を図ることを目的とする

会の活動

内容等
研修会や情報交換会等を開催する。

政務活動．

県政との

関連性

研修や情報交換を通じて他県や他都市の例を参考にして、静岡県の政策に活かすこと。

く領収書貼付枠＞

令和3年4月から令和3年8月分までも

原本は、令和2年8月分支出証拠書（2-2-8-12）に添付済

※添付書類

'《”例〆外ﾏl｡鯵'ﾝ矧

･事業概要・その他（ ）

案分の理由

全て政務活動

領収書金額(a)

417円

案分量 E(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

417円
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(1-1-s一旬

全国若手市議会議員の会OB会会則

第1条 （名称）本会の名称は、全国若手市議会議員の会OB会とする。

第2条 （事務所）本会の事務局は会長及び役員により決定した場所とする。

第3条 （目的）本会は、全国若手市議会議員の会に在籍した者で組織し、会員相互の
研修を図ることを目的とする。

第4条 （事業）本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を実施する。
(1)研修会を開催する。

(2)その他

第5条 （会員）本会の会員は、本会の目的に賛同し入会申込書を代表に提出し、役員
が承認した者とする。

第6条 （退会）会員は、退会届を代表に提出し役員で承認する。

（1）本人が死亡した時。

（2）年会費未納が3年続いたとき。

第7条 （役員）本会の役員として、代表世話人1名・副代表世話人1名・事務局長
1名・監事1名をおくこととし、任期は1年とするが再任は妨げないこととする。

第8条 （総会）本会の総会は会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。
ただし、必要があるときには臨時で開催できるものとする

2総会は、以下の事項について議決する。

（1） 会則、事業等の変更

（2） 事業報告及び収支予算

（3） その他会の運営に関する重要事項

3総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、総会の議決は出席者の過半数
をもって成立するものとする。

第9条 （事業年度）本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり8月31日に終わる。

第10条（会費）会員は年会費として1,000円を年度当初に収めなければならない

附則

※会員は全国若手市議会議員の会員であった者で45歳以上､現職であるかは問わない。
※本会則は、平成23年12月1日から施行する。



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）

〃

整理番号

経費項目 調査研究費趣匿う
内 容 日創研静岡経営研究会年会費（令和3年4月～12月分）

年月 日 令和ﾂ年￥月 ノ日～令和ツ年ノ｡L月ラノ日 金額 45,247円

会の趣旨．

目 的
会員の経営スキルと指導力の啓発に努める。

会の活動

内容等

例会、委員会、講演会、研修会等を開催し、会員のさまざまなスキルアッブや情報交換等

を行う。

政務活動.

県政との
再門、一『 ■『

昂以V－4oIノon圭丙｣9K皐寺vノブ直痙Y些員ソも〕イL-腰ノvノ不rJ:ノrUノⅡ垂帽=司云U‐ﾉ旧干lxJ1入不ン四:J承弓言

|閨浬’|王 ｜’|L ----- -______－－－函 ■津

』■■匪 團団
旬＝ー

＜頑収蕾貝占何滴昌＞
ご利用ありがとう

領収書原本は、令和2年12月の（2-2-12-11）に添付済み ‐ 内容をご確認いた

(60,000円十330円（手数料）×9／12ケ月＝45,247円

ございます。

だきお持ち帰りください。

※添付書類:団体の会則･事業概要･石叡也（ 定款）迦38⑭ （裏面もご覧ください）

振替先店番･科目･口座番号|曹W3
l i lW1 1

店播号｜科目 口座番号

苫’ お取引内容 お取引金額

la
＊＊＊＊
(寄開)画円】［

￥60，00〔
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宮
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手数料｜時刻

￥33011イ』

お取扱い
できない場合

案分の理由

全額を政務活動充当

領収書金額(a)

45,247円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b）

45,247円
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日創研地区経営研究会定款

第1章総則

この会は、 日創研静岡経営研究会といい、 （株） 日本創造教育研究所が主催する。
第1条名称

第2条事務所
この会は、本部事務所を（株） 日本創造教育研究所大阪本部に置く。
各地経営研究会は原則として会長、もしくは事務局長の会社に置く。

この会は、共に学び共に栄える精神に基づき会員のために経営に必要な勉強を行い、もって会員の自主第3条目的

的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
（1） 企業経営を通して地域社会の発展と繁栄に貢献する。
（2） 会員の経営スキルと指導力の啓発に努める。
（3）社員に生き甲斐と働き甲斐のある職場環境を提供する。
（4） 共に学び共に栄える会社づくりをする。

第4条事業
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（1）効果的な経営管理システムを創る。
（2）収益性の高い企業経営のあり方の研究。
（3）社員の意欲を刺激する給与システムの作成。
（4）経営者及び社員のリーダーシップ向上や能力開発に関する事業。
（5）経営者及び社員の自己表現能力のスキルアップに関する事業。（6）会員相互の経営面における理解と、他地域の経営研究会並びに本部経営研究会との相互親善

を増進する事業。
（7）公式教材等を用いた企業経営の研究
（8）本部会長方針に基づく事業
（9）その他第3条の目的を達成するために必要な事業｡、

この会はあくまで勉強を主とする会にするために、ゴルフ等の親睦事業は一切行わない。又、会員交流第5条運営の原則

は学ぶことを通して行うものとし、むやみに特別の懇親会を行わない。又、特定の宗教､政党のために
この会を利用しない｡

第2章会員

第6条種別
この会の会員は、次の2種とする。
（1）正会員
（2）準会員

（株） 日本創造教育研究所の、実践コース(LT｡PSS｡PSV)を修了した人で、企業経営の経営第7条正会員

者及び経営幹部並びに将来経営幹部を志す人で、この会の一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同
できる人。

準会員は、一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同できる人で、 （株） 日本創造教育研究所の基礎第8条準会員

1
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日本創造教

コース受講者及び変革コース受講者とする。但し、会員2名の責任ある推薦により、 （株）
育研究所の研修を受講していなくとも準会員になれる。

第9条会費等の納入義務者正会員及び準会員は、総会において別に定める会費を所定の期日までに納入しなければならない。

会員になろうとする者は､会員2名以上の責任ある推薦により、別に定める｢会員資格規定｣に基づき、第10条入会

所定の入会申込書を提出しなければならない。入会の諾否は、理事会の決定による。

退会する場合は、会長に退会届を提出する。また､当該年度の会費を納入していない場合は、納入しな第11条退会

ければならない。
会員が死亡したときは、退会したものとみなす。

会員が次の各号のいずれかに該当するときは､総会において総会員の4分の3以上の同意により、これ第12条除名

を除名することができる。
（1） この会の体面を傷つけ、又趣旨に反する行為のあったとき。（2）反社会的勢力と認められる企業､組織及び個人等と関係を有していると認められるとき。
（3）会計年度内の会費納入の義務を履行しないとき。
，〃、 z,丁､姉全昌少1/て適当でないと認められたとき。

を除名することができる。
（1） この会の体面を傷つけ、又趣旨に反する行為のあったとき。（2）反社会的勢力と認められる企業､組織及び個人等と関係を有していると認められるとき。
（3）会計年度内の会費納入の義務を履行しないとき。
（4）その他、会員として適当でないと認められたとき。

第13条拠出金品の不返還
退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章役員

第14条役員の種別及び選任
この会に次の役員を置く。
（1）会長1名
（2）副会長6名以内
（3）事務局長1名
（4）理事5名以上 （会長。副会長及び事務局長を含む）
（5）監事3名以内
（6）役員は、正会員のなかから総会において選任する。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第15条役員の職務
会長は、この会を代表し、会務を統括する。副会長は､会長を補佐し､あらかじめ会長が定めた順序により会長に事故のあるときは､その職務を代
行し会長が欠けたときは、その職務を行う。
事務局長は、事務局を管理運営し、業務を処理する。
理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
監事は、事業運営及び財務運営の監査を行う。

役員の内会長の任期は、 2年とし毎年1月1日から翌年12月31日までとする。事務局長の任期は､1第16条役員の任期

年とし、毎年1月1日から12月31日までとする。また再任は可能であるが、継続した再任は2回を限
度とする。その他の役員の任期は、 1年とし毎年1月1日から12月31日までとする。また再任されることができる。ただし、補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。役員は、辞任した場合又は任期
満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

2
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することができる。第17条役員の解任役員に、役員にふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任
第18条顧問及び相談役
この会に、顧問及び相談役を置く事ができる。
顧問及び相談役は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
第19条事務局
この会の事務を処理するため事務局を置く。
事務局は、事務局長がその責の任に当たる。

第4章会議

この会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。第20条種別

第21条構成
総会は、会員をもって構成する。理事会は、理事をもって構成するP
第22条権能
総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
（1）事業計画の決定
（2）事業報告の承認
（3）その他この会の運営に関する重要な事項
理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
（1）総会の議決した事項の執行に関する事項
（2）総会に付議すべき事項

． （3） その他総会の議決をしない会務の執行に関する事項
第23条開催
通常総会は、原則として毎年2月、 8月及び12月に開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
（1）会長が必要と決めたとき
（2）理事会が招集の必要を決議したとき（3） 5分の1以上の会員より、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
（4）監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。定例理事会は、原則として毎月1回開催し、臨時理事会は、会長が必要と認めたとき
数から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

、又は理事の過半

第24条招集

総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容日時並びに場所を示して、開会会議は、会長が招集する。

の日10日前までに文書をもって通知しなければならない。

第25条議長
総会の議長は､･会長がこれに当たる。
理事会の議長は、会長又は会長の指名したものがこれに当たる。

会議は、総会においては会員、理事会においては理事の3分の2以上の出席がなければ開会することが第26条定足数

できない。
3
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総会の議決は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決する事とし、第27条議決

この場合において、議長は議決に加わる権利を有しない｡ただし、可否同数のときは議長の決するとこ
ろによる。

理事会の議決ば、出席理事の過半数の同意をもって決する。

やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、第28条書面表決等

書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合におい一一論，冬の規定の適用については、出席したものとみなす。

ろによる。

理事会の議決ば、出席理事の過半数の同意をもって決する‘

第28条書面表決等
やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は垂
書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表
いて ､前2条の規定の適用については、出席したものと

第29条議事録
会議の議決については、次の事項を記載した議事録を作同
（1） 会議の日時及び場所
（2）会員又は理事の現在数
（3）会議に出席した会員の数又は理事の氏名（書面表
（4）議決事項
（5）議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
（6）議事録署名人の選任に関する事項
議事録には､議長及び出席した会員又は理事のなかからj
以上が署名しなければならない｡

第30条例会
この会は原則として月1回例会を開催する。
例会の運営については、理事会の決議により定める。

第31条委員会の設置
この会は、 目的達成に必要な事項を研修、調査、研究、

記載した議事録を作成

なかからそ

しなければならない。

決者及び表決委任者を含む）

の会議において選任された議事録署名人2名

審議又は実施するために委員会を設置する。

第32条委員会の構成
委員会は、原則として委員長°副委員長各1名及び若干名をもって構成する。委員長は、理事の中から会長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長は、正会員の中から、委員は会員
の中から会長が理事会の承認を得て委嘱する。会員は、会長。副会長。事務局長及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなけれ
ばならない。

第5章資産及び会計

第33条資産の構成
この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
（1）会費
（2） 入会金
（3） 寄付金品
（4）事業に伴う収入
（5）資産から生じる収入
（6） その他の収入

第34条資産の管理
資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
第35条経費の支弁
この会の経費は、資産をもって支弁する。

4
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この会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2ヶ月以内にその第36条予算及び決算

年度末の貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第37条事業年度
この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、 12月31日に終わる。

第6章定款の変更及び解散

この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得た上で、本部理事会の議決を得なければ変第38条定款の変更

更することができない。

この会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。第39条解散及び残余財産の処分

解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経た上で､本部理事会の許可を得て、その地域の公益の
団体に寄付するものとする。

第7章雑則

第40条委任
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第41条届出。承認事項
下記の場合は、届け出て承認を得なくてはならない

他団体より協賛。後援依頼をうけた時、及び、他団体に対し協賛・後援依頼する時は、
1．協賛。後援依頼

各地事務局長より本部専務理事に対し所定の書面にて届け出るものとする。
2．外部講師講演会及び勉強会等の開催
①日創研関連講師等外部講師の紹介については、各地事務局長より所定の書面によって
②その他の講師を招聰して行う事業､例会委員会及び勉強会は、朧)日本創造教育研究所と同様の届け出て本部事務局の確認を得る。

研修。経営に関するコンサルタント事業を実施している講師を選任及び招聰しない｡判断に迷う場合は､事務局長より担当ブロック長へ事業計画書案等を提出の上､担当ブロック長及び本部事
務局の確認を得た上で理事会に諮るものとする。

第42条有料講演会等の料金
有料で行おうとする講演会等のチケット料金は以下の通りとする。
①5時間（及び6時間）セミナーは10,000円とする。
②外部講師の約2時間のセミナー。講演は2,000円を上限とする③日創研関連講師またその他の講師による講演料及び講演会料金については別に定める。
第43条
この定款は本部定款に準ずるものである。

この定款は1995年1月1日より施行したものを2016年11月14日より一部分改定し施行する。第44条

5
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日創研経営研究会諸規定

日創研静岡経営研究会運営規定

第1章目的

その目的達成を容易ならしめるため、組織運営第1条

本規定は、 日創研静岡経営研究会の運営を円滑にし、
などに関する事項を規定するものである。

第2章例会

例会は、原則として毎月開催し､本部会長方針に基づいた地区会長方針を展開するためのものとする。
第2条

内容､場所は理事会において決める。

例会の経理については、例会を担当する委員会が管理し、理事会の決済を経て、事務局長が行う。
第3条

第4条

例会の運営については、少なくとも前月の理事会において承認を受けなければならない。
第5条

例会の通知は会長が行う。

例会に出席する場合は、品位ある服装をし､特に定められた場合を除き、所定のネームプレートを着用
第6条

しなければならない。

第3章理事会

理事会は、理事、監事、および会長が出席を要請する正会員で構成する。ただし、監事、相談役、顧鼎
第7条

は議決権を有しない。

第8条
定例理事会は､原則として毎月開催する｡

第9条
理事会の議長は、会長又は会長の指名したものがこれに当たる。
第10条
理事会の決議は、出席理事の過半数を持って行うものとする。

第11条
理事会は次の事項を議決する。
（1）総会の招集及び総会に提出すべき議案の決定
（2）会員の入会および退会の承認
（3）委員会の決議の承認
（4）寄付金､募金及び受託事業に関すること

6

ただし、監事、相談役、顧問



h

J－ － ‘.L一 場- 凶

I

諸規定の設定、変更及び廃止
その他、本会運営に関する重要な事項

ｊ
ｊ

５
６

く
Ｉ

第12条
各委員会担当理事は、次の事項を理事会に提出するものとする。
（1）前2ヶ月間の委員会の活動状況
（2）理事会において決定した事項の執行状況
（3） その他必要と認められる事項

理事会の議事は、その経過および決議を議事録に記載し、議長の指名する議事録署娼人が署名したうえ第13条

事務局に備え付けて置かなければならない。

第14条
理事会の議事録は、総務、会員拡大委員会が作成する。

理事は、支障あって出席できない時、前日までに事務局長にその旨を届けでるものとする。第15条

第4章委員会

し、この委員会は、理事会の承認
、理事会の承認を経て、特別委員定款第31条にもとづき、原則として次の7委員会を設置する。ただ

第16条

を経て統合・分割することができる。また、別に必要があるときには
会を設置することができる。

（1）総務会員拡大委員会
（2）経営理念委員会
（3）経営戦略委員会
（4）ありがとう経営推進委員会
（5）公式教材活用委員会
（6） リーダーシップ委員会
（7）広報委員会

第17条
総務会員拡大委員会においては、次の事項並びに事務を分掌する。
（1）定款、諸規定に関すること。
（2）会議録の作成、保管に関すること
（3）会員の名簿の作成、保管に関すること
（4）公文書の発送、受信、保管に関すること
（5）物品備品の保管、管理に関すること
（6）予算、決算及び財務に関すること
（7）会員継続の意思確認と会費徴収及び管理
（8）入会、退会に関すること
（9）新入会員のフォローやオリエンテーションの開催
（10）会員の慶弔に関すること
（11）その他諸団体との折衝に関すること
（12）その他委員会に属さない事項

第18条
経営理念委員会においては、次の事業を分掌する。
（1） 経営の根本理念に関する研究

7
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経営理念の会員相互の発表会の主催
経営理念に関する例会運営
特別研修への参加及び会員への参加推進

ｊ
ｊ
ｊ

２
３
４

く
く
く

第19条
経営戦略委員会においては、次の事業を分掌する。
（1） 時代の環境変化に対する経営計画書の作成の推進
（2） 経営戦略の相互の発表会の主催
（3） 決算書の発表会の主催
（4） 経営戦略に関する例会の運営
（5） 経営の財務内容の分析および健全財務のあり方の研究
（6） 全国経営発表大会、地区経営発表大会への参加及び会員への参加推進
第20条
ありがとう経営推進委員会においては、次の事業を分掌する。
（1）ありがとう経営推進。実践についての啓発及び活動
（2）顧客満足経営の研究と顧客満足経営のｷ錘
（3）社員満足。育成につながる勉強会の開催
（4）ありがとう経営推進教材及びツールを用いた朝礼の実践
（5）朝礼ブロック大会、朝礼全国大会への参加推進
（6）マネージメントコーチングを活かしたコミュニケーション能力の向上
（7）各地経営研究会。会員企業の活性化に関する研究

第21条
公式教材活用委員会においては、次の事業を分掌する。

（1）公式教材等の会員企業への普及推進及び啓発
（2）公式教材等を用いた勉強会の開催
（3）公式教材等を用いた企業経営理念･戦略の研究
（4）公式教材等を用いた企業経営者のリーダーシップについての研究
（5）公式教材等を用いた本会をPRする広報誌としての活用推進

第22条
リーダーシップ委員会においては、次の事業を分掌する。
（1） リーダーシップトレーニングに関すること
（2） 自己啓発、会員訓練に関すること ．
（3） リーダーシップ及び5分間のスピーチ
（4） 経営者の自己表現の訓練
（5） ディベートの訓練およびディベート大会の運営
（6） リーダーシップに関する例会の開催
（7） 全国大会今の参加及び会員への参加促進
（8） その他の関連事業

第23条
広報委員会においては、次の事業並びに事務を分掌する。
（1） 会報の発行やWEBによる情報発信に関すること
(2) W配やネットワークサービスを生かした企業経営の研究
(3) ITを生かした企業経営のしくみづくりの研究
（4） 活動の対外的PRおよび報道関係への連絡
（5） 例会、その他の事業の写真撮影、記録に関すること
（6） その他広報活動に関すること

8
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第5章出席

第24条

会員は、総会、例会及び委員会に積極的に参加しなければならない。

(株)日本創造教育研究所の研修受講等及び日創研経営研究会業務等の公務のためあらかじめ届け出て、
第25条

総会、例会、委員会及び理事会に欠席した場合は、出席したものとして取り扱う。
第26条

次の場合、総務会員拡大委員長はその会員に対して出席を催告しなければならない。
（1） 例会に連続3回及び年間を通じて4回無断欠席をした場合
（2） 例会に欠席届を提出した場合であっても、年間を通じて5回欠席した場合

総務会員拡大委員長の催告にもかかわらず､連続3回正当な理由なくして欠席した場合、総務会員拡大
第27条

委員長はその会員の氏名、出席不能の理由を理事会に報告する。

理事会は、総務会員拡大委員長の報告により前条の会員について協議し、次の各号のいずれかの処置を第28条

取る。

（1） 当該会員に再度催告をなすと同時にその会員の推薦者にその旨を通知する
（2） 当該会員に本会会員として在籍の意志のなきものと認め退会を勧告する
（3） 総会決議にて除名する

第6章、有料講演会等の料金

第29条有料講演会等の料金
地区定款第42条③の日創研関連講師及び外部講師､その他の講師の講演料及び講演会料金については
別表第1に示す通りとする。

第7章運営規定の変更

第30条運営規定の変更
この運営規定は、総会において、総会員の4分の3以上の同意を得た上で本部理事会の議決を得なけれ
ば変更することができない。

第8章雑則

この運営規定は1995年1月1日より施行したものを2016年11月14日より一部分改定し施行する。
第31条

9
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書支出証拠

EH "名・議員氏姪

'

ノ

坐?…言

経費項目 籍職費確費鰯癖費鏑鱸鶏鱸会議費資料臓濱鮮陶費事務賓電画人作費
内 容 事務所賃借料

年月 日 令和3年3月25日～令和年 月 日 金 額 42,500円

目的

使途
1J‘lH世丁二ノ』ノJ星1円’1ｰI

政識舌動．

く領収書貼付枠＞

卜

Ⅱ

他
と
な

③

■
■
稚
■
■■■■■

■
肝
■
ﾛ■■

v*85,110

ﾛ■■■■■■■■■

識
嘩
２

の理由

活動・後援会で1／

領収書金額(a)

85,000円

案分率(b)

1／2

％

基4力1口…具へ閂与嘩司､哩〃、ピノ

42,500円
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塵

書支出証拠

議員雁 Z単号芸諄

－－扇而毫幕蘋7斤一毒苓牽雨戸

／

:号

経費項目 籍鵬讃確費鰯雛隷費蕊繍謂“会議費割煽漬資料獅噴蘂費魎僻費
内 容 駐車場賃借料

年月 日 令和3年3月25日～令和年 月 日 金 額 12,000円

声司に|｢壼

目的
天面

ﾉ則豆剛Iプロ‘歩←碁”1口割 坐1 JノJｰ咳z平〆画一認昔一塁』貝

使途
令和3年4月分賃借料

関連性

､､ ロン、しも巨〆LHﾛ ﾏ ﾛ B

３
４
５
６
７
８
９
０
１

１
１
１
１
１
‐
１
２
２

２
２
２
３

ワハ
ニ寺

⑥記号の説明

金
込

入
振

Ｆ
Ｆ

Ａ
Ｆ

Ａ
Ａ

Ａ
Ｆ

C0.1,2.3,4…他店券入金

⑤他店を支払場所とする証券類を受入れた場合は､ お支払い金額棚にIﾀｹﾝ｣
と表示し､ その右側に払戻しのできる予定の日を表示します､
なお、お支払可能時刻は､証券類の種類によって異なります.，

区

政務活動費支出額(a×b)

24,000円

1／2

％ 12,000円

案分の理由

政務活動・後援会で1／

2
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書支出証拠

議員氏名

FIIv室全籟ｲｮT | 毒令率(b) |政務活動費支出額(a×b)
案分の理由

政務活動･後援会･私用

で1/4 グ

経費項目 司遁研ｦ蹟･研修費･I輔広報費･雰識繕瀧債･会讓費･資料侑績．翻瀞霊夢獅讃州費

内 容 自動車リース料

年月 日 令和3年4月2日～令和年 月 日 金額 10,133円

目的
耐ﾛ碧一マク ログーー一一 一一一▽ ■ ■ ﾃ

使途
令和3年4月分リース料

政務活動。

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

JAFの1年間会費2,000円を按分すると、 167円になる。40,700円より167円引くと40,533円。
40,533円を按分も

I

可

I

Ⅱ
I

| ､ .‐
1

1
■ ーパ一

他店券でのご入金およびお壷込19摘要棚に表示し､そのお支払可諄日|感当該記帳行に表

示いだします｡ 差引褒高の金額壼識こマイ
なお、お支払可龍時刻は他店券の種類によって異なりきす執詳細について|さ窓口にお題 ﾅﾌ. r－j表示がある場合
ハ全示廿ご戸云い． 'ぷお這入残高を表し＝すも

口座振替 ’ 漁40,70〔
■■■■■■■■■■■

40,533円

1／4

％ 10,133円／
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’
一

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）

グ

幸J平南方

経費項目 譲り罐. 研修
呉…昭f隅…"刷覗H…今…、犀''~' ' 1 '割'割』ぺ………‐~…､、ご…’二／

写1 m′、

内 容 電気使用料金

年月 日 令和3年4月14日～令和年 月 日 金 額 5,940円

目的
|｢蒻尋平塞かlXT吟窪汪雷h浄矛〒ﾆﾄ ､だげY力車蓮戸斤の雪与料鍾今
ⅣJ割Ⅱ罠』シ』／巳・←ーー』ノリlHコプJｰ1 J／2ーぜ一一三 ﾖｰ ﾝり/ﾛ F F＝〆=昭1 6-ユー

使途
祠刈画140十詮瓦ノJ電〆吋…4胃ｲ弓垂

関連性

く領収書貼付枠＞

6
1
1

－

－
１
１

|
■

I

l .

領収書金額(a)

11,880円

案分率(b)

1／2

％

唾4河口割冥丞山程、q〃、Uノ

5,940円
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支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）

星’四菅〆雪~‐J8，－ﾉｼ

ご利用 明細票

ノ

,ｰ､－8 ロゾ

経費項目 癖潅噌嚥隷費霧繍辮露会議齢H傭鰭魎蘂費事翻脅人件費
内 容 参考書籍購入

年月 日 令和3年4月16日～令和年 月 日 金額 11,000円

目的
応珪、 ．! 1云1日索Iー因フ ロジ1日…ー

使途
｢選択」令和3年6月～令和4年3月分購読料

お収数日 店 誉

一
一

収 R番号

〕3－04－16 448 A92 90005

取扱店 ﾚズオカヤナ ¥．シン F、ン

払込口 EDO160-7 90 〕332
入金鋪 ＊13．2〔］ 料金 ＊0

1 1 1 1

・ 1 1 1 1

迩択出版樺式会社

=FF濡腎汗

’

…王 「＝･可､I＝

払込みの証拠と
なるものです力、
ら大切に保存し
て下さい。
料金には、消費
税等が含まれて
います。
（ゆうちよ銀行）

窟額 ＊13，20o

うり ＊0

スマホ決済アプリ ゆうちよPay
．応の残高確認＃〉 可.能です！

ﾆﾛ紙税申告納

付につき麹町

税務署承認済

領収書金額(a)

11,000円

案分 i(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b）

11,000円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）

錘浬 号

経費項目 罐職費雑費蝿広轤雷調謂諏簔霊鰯傾罎鮮陶噴事務賓睡人件費
内 容 事務所賃借料

年月 日 令和3年4月23日へ令和年 月 日 金額 42,500円

目的
Ⅳ山目'1シ】ノu･字ｰ＝狸1Hー＝1 J／fー画〆－一手'J〆ザﾉ／ロ 一一UH

使途
令和3年5月分賃借料

政務活動．

県政との

関連性

＞占付枠領収書貝く

|

案分の理由

政務活動・後援会で1／

2

領収書金額(a)

85,000円

案分率(b)

1／2

％

昼亜1口割具へ閂醒、LL〃、Pノ

42,500円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）

謹唖奉呈‐

経費項目 籍鞠讃確費蝿輔費霧調識劃費鐸齢w鰄費鐸陶費事務賓函人件費
内 容 駐車場賃借料

年月 日 令和3年4月23日～令和年 月 日 金 額 12,000円

目的
調査研究など政務活動を行うための駐車場の賃借

使途
､可ゴｲ､LI｡千、刺カー員1百ｲキ

政務活動。

県政との

関連性

＜甸貝収吾貼付蒋当＞

F

1

圃
■
BF

■■■■■■■

フ
ヨ

リ
ヤ

コー

フ
Ｚ

子

０
１

１
１

４
２

米

案分の理由

政務活動・後援会で1／

2

T貝MXf f鐸(a)

24,000円

案分蚤 K(b)

1／2

％

政務活動費支出葎 i(a×b)

12,000円



様式第1－1号

書支出証拠

霊・山田訂属・議員氏堰

両一雨雨悪霊霞堯 即

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動
4,900円100％4,900円

轄澤合万一

経費項目 調蕊鵬潰'修費蛎癖費鏑熊隷鑛会議費資料'癖鐙腫夢事務費事翻漬人件費

内 容 日本経済新聞購読費

年月 日 令和3年4月26日へ令和年 月 日 金額 4,900円

号一ヨ！

使途
令和3年4月分購読料

関連性

県｣吟の情辛使乞JM宗し、 ↓以牢べ孝貝lp｣vﾉ琴"弓M‘一ｿ ,､ﾉ｡

、TRIIX吉只ﾛ'1J1千〃P

1

1

R=J哩当』認竺巫【認ョ
一

》
’’一

帳
一
雲

一
幅

崖真鯉明細ノ全ノ ’

圃 I

I

一f

お預り金額 差引残高
■■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■■■■■ l■■■■■■■



様式第1－4号

支出諏処書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）【令和3年4月分】

総走行踊誰C=B一A今回(直近の)給油B

年 月 日

前回給油(領収書貼付分)A

年 月 日

畷
一
筆
一
》

kmkmkm

く領収書貼付枠＞

ノ

竪埋 茅-弓 2-2-4-13

経費項目別

経費項目

事務費

充当額）

※単価による充当方式 ：単価（円）×君丁距離(km)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 :"R書金額（円）×走行MERIGm)/総走行足蹴(上記c) (m)
ど百Ih7室全矩（国1×本当限庶雲I1,､

走打fEWf(km) 積算方法※ 充当額（円）

ブαク 18円×70. 0km 1,260円

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますも 議員氏名 山田誠

案分の理由

全て政務活動

領収書金額(a)

1,260円

案分率(b)

／

100％

挫4元1ロ軍J冥丞件I餌、qr、Uノ

1,260円



月 日 内 容 行 程 走行距離(km)

1 資料作成 自宅～吾
デ
子 番所往復 1ワ

L■臼

2 資料作成 自宅～事務所往復 1り
L■臼

５ 資料作成 自宅～事務所往復 1.2

6 資料作成 自宅～事務所往復
可、

」．乙

6 障がい者福祉について 事務所～江尻往復 28.3

７ 資料作成 自宅～事務所往復
イ、

上．乙

8 ‘ 資料作成 自宅～事務所往復 1．2

9 資料作成 自宅～事務所往復
1，

上．乙

10 資料作成 自宅～事務所往復 1．2

10 遊水地事業・道路事業について 事務所～麻機・長沼往復
1反q
エリbU

12 資料作成 自宅～事務所往復 、2

1q
上u 資料作成 自宅～事務所往復 、2

14 資料作成 自宅～事務所往復 ２

15 資料作成 自宅～事務所往復 ２

17 資料作成 自宅～事務所往復 ､2

1Q
坐写 資料作成 自宅～事務所往復 ２

20 資料作成 自宅～事務所往復 ２

21 資料作成 自宅～事務所往復
n

．凸

nn

乙鍾 資料作成 自宅～事務所往復 ワ
0白

23 資料作成 自宅～事務所往復 ２

24 資料作成 自宅～事務所往復 ２

26 資料作成 自宅～事務所往復 ､2

28 資料作成 自宅～事務所往復 ２

30 資料作成 自宅～事務所往復 1．2

計
70.0

イ



様式第1－1号

二重垂．

書支出証拠

議員氏宅

" 012b9

ソいマコト椋

_054-249-37[

)6.520.38“ （裏面

〆

序令室乃了…活動費の支出葎崖令による支出がある場合は、領収書等り

記入すること。

轄理番号

経費項目認 "修費･E聴広報費･雰調靜濯婚･会譲貴･資料I茄墳･資料購ｽ費･事務費･識漬･人件費

内 容 時事通信行財政情報利用料

年月 日 令和3年5月10日～令和 年 月 日 金額 132,660円

目的
ァ声疹 ’一畠l同コマQーl詞ノーLprIへレシI～

使途
令和3年4月から令和4年3月までの利用料

按分の理由

全て政務活動

領収書金額(a)

132,660円

按分率(b)

／

100％

堅旬力1口＝具へ門卜甥、、些口 、ｰ〃

132,660円



－1 ユーゾー ′隣

〒420-0882
静岡県静岡市葵区安東3－8－35

静岡県議会
議長山田誠様

お客様番号1 ■■■ロ
.．．、凸面一==＝七一学=..－画.画一..画.-..==－．.~.-.二.一.....－=－－．=...＝一二－■■=■==■=凸一口一■■÷凸■■=■■■－■■画■■画■■画■=■■■■七■●司舎司一引宅一一■一■一一■－■一■■■■－■凸舎一■一世■■■宇争■一■－■－－~ニニーー

領収証
静岡県議会
議長山田誠様

132,000円
12,000円を含む）

領収金額
（消費税等

謬期間令和3年4月 1 日～令和4年3月31 日

敦量’ 月額 ｜月数｜ 領収配信
ｔ八叩

〕
、
１
Ｊ

（
、
〕
《
Ⅲ
Ｕ

Ｔ
〈
叩
Ｕ

《
Ⅱ
ｖ
ｎ
Ｕ

ｎ
／
』
Ｔ

イ
ー
ｌ
ｎ
／
』１''（ ,蝋1’

議長山田誠JAMP(時事行財政情報ﾓﾆﾀ）

132,.000合計

上記の通り領収いたしました。
この件についてのお問合せは、 までお願い致します-｡ (TELO54-252-1823)静岡総局

●

領収日

領収番号 1517365


